
 

 

 

 

 

さ い た ま 市 教 育 委 員 会 会 議 
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令和８年２月 12 日 開催 

 



 

教 育 委 員 会 会 議 

 

日時  令和８年２月 12 日（木） 

午後４時 50 分 

場所  教育委員会室 

 

＜ 次  第 ＞ 

 

１ 開  会 

 

２ 教育長の報告 

 

報告第４号 さいたま市教育委員会事務局及び教育機関の課長（課長相当職を含む。）

以上の人事について 

【非公開案件】 

報告第５号 さいたま市教職員の人事について 【非公開案件】 

報告第６号 さいたま市教職員の人事について 【非公開案件】 

 

３ 議  事 

 

４ そ の 他 

 

いじめ防止対策推進法第２８条に規定する重大事態の調査結果の報告について 【非公開案件】 

 

５ 閉  会 

 

議案第８号 さいたま市教育職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規

則の制定について 

 



議案第８号  

   さいたま市教育職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正す

る規則の制定について  

 さいたま市教育職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規

則を、別紙のとおり制定する。  

  令和８年２月１２日提出  

  さいたま市教育委員会   

教育長 竹居 秀子   
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別紙  

   さいたま市教育職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則 

さいたま市教育職員の給料の調整額に関する規則（平成２９年さいたま市教育委員

会規則第１６号）の一部を次のように改正する。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 
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別表第１（第３条第３項第１号関係）

給料表 職務の級 調整基本額

１級 ９，０００円

２級 １１，１００円

特２級 １１，５００円

３級 １２，２００円

４級 １３，３００円

１級 ８，４００円

２級 １１，０００円

特２級 １１，３００円

教育職給料表⑴

教育職給料表⑵
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別表第２（第３条第３項第２号関係）

給料表 職務の級 調整基本額

１級 ７，０００円

２級 ８，２００円

特２級 ９，１００円

３級 １０，２００円

４級 １２，６００円

１級 ６，８００円

２級 ８，１００円

特２級 ８，９００円

教育職給料表⑴

教育職給料表⑵
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （適用） 

２ この規則による改正後のさいたま市教育職員の給料の調整額に関する規則（以下

「改正後の規則」という。）別表第１及び第２の規定は、令和８年１月１日から適

用する。 

 （給料の調整額の内払） 

３ 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前のさいた

ま市教育職員の給料の調整額に関する規則の規定に基づいて支給された給料の調整

額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。 
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さいたま市教育職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則の制定につい

て 

 
１ 提案理由 

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部改正を踏

まえた、さいたま市教職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に伴い、

所要の改正を行うもの。 

 
２ 改正の概要 

文部科学省の施策による教員の処遇見直しに伴い、特別支援教育に直接従事する教 

育職員に支給されている給料の調整額の見直しを行うもの。 

 
（施行期日） 公布の日（適用年月日 令和８年１月１日） 
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さいたま市教育職員の給料の調整額に関する規則の
一部を改正する規則の制定について

1．概要
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部改正を踏まえた、
さいたま市教職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に伴い、所要の改正を行う
もの

2．改正内容
特別支援教育に直接従事する教育職員に支給されている給料の調整額について、下記のとおり
見直すもの
※引上げ額は、文部科学省の施策に沿って全国人事委員会連合会が作成した調整額表に準拠

⑴ 再任用教育職員以外の給料の調整額

⑵ 再任用教育職員の給料の調整額

３．施行期日等
公布の日（適用日︓令和８年１月１日）

調整額職務の級給料表
９，０００円１級教育職給料表⑴
１１，１００円２級
１１，５００円特２級
１２，２００円３級
改正前 １３，１００円
改正後 １３，３００円

（２００円引上げ）

４級

調整額職務の級給料表
７，０００円１級教育職給料表⑴
８，２００円２級
９，１００円特２級
１０，２００円３級
改正前 １２，５００円
改正後 １２，６００円

（１００円引上げ）

４級
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